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宇治市子ども・子育て支援事業計画における 

平成30年度の主な取り組み状況について 
 

 

教育・保育事業関係 

 

１．【拡充】認定こども園への移行・施設整備による定員拡大                       

（保育支援課） 
 

平成30年4月から、以下の1法人2施設が幼保連携型認定こども園に移行しました。 

施設名 運営法人 
定員 

1号認定 2号認定 3号認定 合計 

同胞こども園 
社会福祉法人 

同胞会 

5名 
(+5名) 

90名 
(-5名) 

70名 
(+5名) 

165名 
(+5名) 

こひつじこども園 
6名 

(+6名) 

100名 

(+12名) 

70名 

(+8名) 

176名 

(+26名) 

 

  併せて、以下の1法人1施設が施設整備により、定員を拡大しました。 

施設名 運営法人 
定員 

1号認定 2号認定 3号認定 合計 

槇島ひいらぎ保育園 
社会福祉法人 

心華会 
- 

108名 
(+33名) 

72名 
(+17名) 

180名 
(+50名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

平成30年度第1回（5月28日開催） 

槇島ひいらぎ保育園 

施設・園庭拡大 

槇島コミュニティセンター 

近鉄京都線 
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２．【拡充】小規模保育事業                                               

（保育支援課） 
 

待機児童対策として、3歳未満児を対象に、小規模保育事業を実施しています。 

平成30年4月から、家庭的保育事業の小規模保育事業への移行により、実施箇所を市内

6か所まで拡大するとともに、既存施設の定員を拡大し、総定員を87名としました。 

 

 ＜移行施設＞ 

  【実施場所】 宇治市広野町西裏100番地の64 

【運営法人】 社会福祉法人同胞会 

【施 設 名】  こうのとりの家 

【開設時間】 月曜日～土曜日 7：30～18：30 

【対  象】 生後5か月 ～ 0歳児 

【定  員】 9名（＋4名） 

 

 ＜定員拡大施設＞ 

  【実施場所】 宇治市広野町西裏101番地の7 第3クレスビル2階 

【運営法人】 社会福祉法人同胞会 

【施 設 名】  こばとの家 

【開設時間】 月曜日～土曜日 7：30～18：30 

【対  象】 1歳児 ～ 2歳児 

【定  員】 18名（＋3名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．【新規】幼稚園預かり保育の試行実施                                          

（学校教育課） 
 

神明幼稚園、木幡幼稚園にて、当該園児の預かり保育について試行実施します。 

 

 

ＪＲ奈良線 
新田駅 

同胞会小規模保育施設 
（こうのとりの家） 

同胞会小規模保育施設 
（こばとの家） 

同胞こども園 
（連携施設） 

近鉄京都線 
大久保駅 
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地域子ども・子育て支援事業関係 

 

１．【拡充】地域子育て支援拠点事業（東宇治地域に新たに開設）                                        

（こども福祉課） 
 
子育て家庭の保護者とその子どもが気軽に集い、相互に交流を図ることができる場所
を開設して、子育てについての相談や情報の提供などを行う、地域子育て支援拠点事業

を、市内9か所目として東宇治地域で新たに実施するため、現在、事業実施法人を公募し
ています。 
 
 

  【実施場所】 アル・プラザ宇治東 2階 （約85㎡） 

  【開設日時】 原則、土・日曜日のいずれかを含む週3日、10時～15時を目安に開設 

【事業開始】 事業実施法人決定後、開設準備が整い次第、速やかに開設 

 

 

 

２．【拡充】放課後児童健全育成事業（菟道第二育成学級施設整備）                                        

（こども福祉課） 
 

菟道第二育成学級において、平成30年4月からの入級申請児童増加に対応するため、臨

時保育室を設置して、入級希望者全員の受け入れを行っています。 
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その他 

 

１．【新規】子育て世代包括支援センターの設置（一部利用者支援事業）                   

（こども福祉課・保育支援課・保健推進課） 
 

国では、母子保健法の改正に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のな

い支援を行う「子育て世代包括支援センター」について、平成32年度末までに全国展開

を目指し、各種施策に取り組むことが示されています。 

宇治市では、母子保健と子育て支援を所管する3課を総称する形で、平成30年4月に、「宇

治市子育て世代包括支援センター」を設置しました。 

これまで以上に、母子保健施策と子育て支援施策の所管課、関係機関が緊密に連携し、

一体的な提供に取り組むことで、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括

的な支援を進めていきます。 

 

 

(１－１)【拡充】子育て情報誌 電子書籍版の作成                                        

（こども福祉課） 
 

平成28年度より有料広告事業を活用して誌面をフルカラー化し

た“宇治子育て情報誌”について、平成30年度版から電子書籍版

を作成し、スマートフォン、タブレットなどから手軽に閲覧しや

すい環境を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１－２)【新規】「子育てパートナー職員」の養成                      

（こども福祉課・保育支援課・保健推進課） 
 

職員に子育て支援事業に関する研修を実施し、他課が実施する子育て支援事業につい

ても、基本的な説明ができる「子育てパートナー職員」を養成することにより、窓口に

おける市民サービスの向上を図ります。 
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(１－３)【新規】「保育コンシェルジュ」の配置                                 

（保育支援課） 
 

就学前児童の預け先に関する保護者からの相談に応じて、保護者ニーズと保育サービ

スを適切に結びつけるために、窓口での相談対応を行う職員を配置します。 

平成30年4月現在、保育所・認定こども園の定員を実際の利用児童数が下回っている状

況ですが、依然として待機児童が発生している状況であり、定員に空きがある施設の紹

介・利用促進や代替サービスの紹介に努めることで、待機児童の解消を図ります。 

 

 

(１－４)【新規】妊婦面談事業の実施                                  

（保健推進課） 
 

妊娠期から出産、子育て期にわたる切れ目ない支援を行うにあたり、妊婦やその家族に

出産や子育てに明るい未来を感じてもらえるように、本市では下記のとおり、母子健康手

帳交付時に地区担当保健師を知ってもらい、安心して相談できる場の提供を目的とした「妊

婦面談事業」を開始します。 
 
【開始時期】平成30年6月から 

【対象者】本市に住民票のある妊婦及び配偶者や家族 

【事業内容】 

(1) 妊婦面談 
母子健康手帳交付時、「宇治子育て情報誌」や本市オ

リジナルテキスト「あたらしい生命のために」などに

よる妊娠期から出産、子育て期に係る情報提供に加え、新たに保健師による面談の

機会を活用して、妊婦等の状況を継続的・包括的に把握します。 
(2) 支援プランの作成 

妊婦等の課題や支援ニーズに的確に対応するために、必要に応じて支援プランを

作成します。 
(3) ネウボラセットの配付 
 本市の福祉の発展と充実のために寄せられた寄附金を原資とする「福祉未来基

金」を活用し、フィンランド発祥の総合的な子育て支援サービスを意味する「ネウ

ボラ」にちなんだ名称で、父子健康手帳や赤ちゃん用品などを「ネウボラセット」

として配付します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           父子健康手帳               新生児用肌着             木のおもちゃ 

イメージ

（いずれか選択） 
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(１－５)【新規・再編】妊娠・産後支援事業の実施                              

（保健推進課） 
 

  妊娠・出産・子育てに関する悩みを専門職が傾聴し、妊娠期から母親に寄り添った相

談支援が行えるよう、既存に実施していたパパママスタート事業（「パパママ教室」へ名

称変更）と乳幼児相談事業を再編し、実施します。 

  パパママ教室は、妊婦面談事業の開始に伴い母子健康手帳の集団交付は廃止し、交流

型のハッピーマタニティクラスの他3つの教室に再編しました。 

  また、妊娠中から産後おおむね6か月までの方を対象に、参加者交流型の形式を取り入

れた「ママのためのおはなし会」を新規に実施します。 

 

  

パパママスタート事業 

乳幼児相談

事業 

おいしい！ 

たのしい！ 

クッキング！ 

パパ出番ですよ 

～沐浴にチャレンジ～ 

母子健康手帳GET記念日 

※産後のママのための 

育児相談会を同時実施 

 

 

 

妊娠・産後支援事業 

パパママ教室 

[拡充] 

産後のママ 

のための 

育児相談会 

乳幼児相談 

事業 

[新規] 

ママの 

ための 

おはなし会 

おいしい！ 

たのしい！ 

クッキング！ 

パパ出番ですよ 

～沐浴にチャレンジ～ 

[再編] 

これで安心♪ 

赤ちゃんの 

お世話体験 

[再編] 

ハッピー 

マタニティ 

クラス 

 

 

 

２．【新規】保育士等キャリアアップ研修の実施                                 

（保育支援課） 
 

  平成30年度から、宇治市民間保育園連盟と連携を図りながら、国のガイドラインに基

づく「保育士等キャリアアップ研修」を実施する予定です。この研修は、保育所や認定

こども園における専門分野の分野別リーダー養成を目的とするものであり、今年度は、

年2回に分けて実施する予定です。 

 

 ＜研修内容（予定）＞  

前期…支援を必要とする子どもの保育   後期…乳児保育・教育 
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３．【新規】保育所・幼稚園における府内産木材遊具の整備                                       

（保育支援課・学校教育課） 
 

公立保育所、公立幼稚園において、府内産木材を活用した遊具等を整備します。 

 

 

４．【新規】中学校給食の実施検討                                           

（学校教育課） 
 

中学校給食の実施に向け、検討委員会を立ち上げ、実施の方式・手法等について検討

を行います。（２か年） 


